
５ 圃場・施設の考え方、圃場等について      ASIAGAPVer2.2参考 

 ① 圃場図の作成方法 

圃場と施設の地図の作成には、一覧になった台帳などと地図や周辺状況が合致していることで

す。圃場や施設に番号などを設けている場合は、その番号についてもリンクして記載しましょう。ま

た、施設の情報（大きさや使用用途）や水源を使用なども記載しておく必要があります。（別途資料

でも可） 

 

  

 

 

 

 

３．周辺の状況を記載         

 

※上記１．～３．の作成方法は実際に認証取得に用いた一例です 

１．一覧を台帳に記載                →    ２．圃場や施設地図を作成  



 ② リスク管理・ＨＡＣＣＰに基づいた圃場・施設の配置 

  圃場と施設の配置について、労働又は、食品安全に関するリスク管理が必要となります。それが結

果的に人為的怪我や事故を未然に防ぎ、食品に危害を及ぼす可能性のあるものを減らすことにつな

がります。ＡＳＩＡＧＡＰ認証取得のためには、ＨＡＣＣＰに基づいた管理も必要です。この配置にも基づ

くプロセスを生産工程にインプットして、リスク管理に応用しましょう。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記３つの作成は、実際に認証取得に用いた一例です 

 

 

３．ＨＡＣＣＰに関するリスク評価を検討・作成 

１． 圃場・施設の一覧を作成  ２．労働安全に関するリスク評価を検討・作成 



 ③ 『衛生面』に配慮した圃場・施設の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『労働面』に配慮した圃場・施設の考え方           

喫煙や飲食をする場所は、農産物に影響が出ないよう対策を講じマニュアル化する。また、 

農産物取扱施設においても作業者が更衣する場所や所持金を預ける場所を確保しているか。 

などこれらをルール（マニュアル）の中で記載して周知・徹底することが大切です。 

 

※上記は『作業者・入場者ルールの一例』です。このルールにも、『衛生』、『環境』、『労働』に関する記載が 

盛り込まれ、ルール作りには、“農場管理マニュアル”で経営実践のために必要なシステムを検討しましょう。 

『環境面』に配慮した圃場・施設の考え方 

 農産物取扱い施設における環境モニタリングは、農産物取扱い工程において環境にさらされる 

ことによって生じ、リスクとなる可能性のある管理方法について文書化しておきます。さらに、この 

文書計画が食品安全マネジメントシステムに組み込まれ、食品に関連する事項とリンクしている 

ことが重要になります。 

農産物取扱い施設や圃場内における

汚染など、異物混入に対するリスク評

価を年１回以上実施することが重要

であり、そのリスクを低減するための

手順を明確化し、必要に応じて検討

会などを開いて対策を講じることが

大切です。またその行った結果につ

いても記録しておくと良いでしょう。 

 

※左記は、ガラス破片における対策手順例 

（日本 GAP協会帳票マニュアル参考） 


